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議
長
に
大
沢
芳
朋
議
員

副
議
長
に
棚
井
裕
一
議
員
が
当
選

　

４
月
23
日
の
市
議
会
議
員
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
に
よ
る
、
初
め
て
の
議

会
と
な
る
第
５
３
２
回
臨
時
会
が
５
月
19
日
か
ら
23
日
ま
で
の
会
期
で
開
か

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
臨
時
会
は
、
議
会
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
く
う
え
で
、
必
要

と
さ
れ
る
内
部
体
制
を
整
え
る
た
め
、
正
・
副
議
長
の
選
挙
を
行
っ
た
ほ
か
、

総
務
文
教
・
産
業
厚
生
の
２
常
任
委
員
会
の
委
員
な
ど
を
選
任
し
ま
し
た
。

◆
議　

長　
　
　
　
　

大
沢　

芳
朋

◆
副
議
長　
　
　
　
　

棚
井　

裕
一

　
　
　
（
◎
委
員
長　

○
副
委
員
長
）

◆
総
務
文
教
常
任
委
員
会（
８
人
）

　

◎
谷
江　

正
照　

○
川
口　

宏
美

　
　

長
澤
長
右
衛
門　
　

大
沢　

芳
朋

　
　

川
崎　

朋
巳　
　

佐
藤　
　

昇

　
　

川
口　
　

豊　
　

木
村　

泰
之

所　

管

　

庶
務
課
、
市
政
戦
略
課
、
財
政
課
、

税
務
課
、
会
計
課
、
消
防
本
部
、
選

挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
教
育

委
員
会
（
管
理
課
、
学
校
教
育
課
、

生
涯
学
習
課
）
に
関
す
る
調
査
の
ほ

か
他
の
常
任
委
員
会
に
属
し
な
い
事

項
に
関
す
る
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

19
日
の
本
会
議
で
は
、
最
初
に
年
長
の

議
員
の
尾
形
み
ち
子
議
員
が
臨
時
議
長
と

な
り
、
議
長
選
挙
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
大
沢
芳
朋
議
員
が
当
選
し
、

第
37
代
議
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
新
議
長
の
も
と
で
副
議
長
選
挙

を
行
い
、
棚
井
裕
一
議
員
が
当
選
し
ま
し

た
。

　

23
日
の
本
会
議
で
は
、
総
務
文
教･

産

業
厚
生
の
常
任
委
員
会
委
員
、
議
会
運
営

委
員
会
委
員
の
選
任
と
各
委
員
会
の
正
・

副
委
員
長
を
互
選
に
よ
り
選
出
し
た
ほ
か
、

山
形
広
域
環
境
事
務
組
合
議
会
議
員
の
選

挙
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
追
加
議
案
と
し
て
、
市
長
提
出

の
議
会
選
出
の
監
査
委
員
の
選
任
に
係
る

議
案
１
件
に
同
意
す
る
と
と
も
に
、
予
算

案
１
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
専
決

処
分
を
し
た
条
例
１
件
を
承
認
し
ま
し
た
。

投
票
総
数　
　
　
　
　

15
票

　

有
効
投
票　
　
　
　

14
票

　

無
効
投
票　
　
　
　

１
票

有
効
投
票
中

　

大
沢　

芳
朋　
　
　

８
票

　

枝
松　

直
樹　
　
　

５
票

　

長
澤
長
右
衛
門　
　
　

１
票

投
票
総
数　
　
　
　
　

15
票

　

有
効
投
票　
　
　
　

12
票

　

無
効
投
票　
　
　
　

３
票

有
効
投
票
中

　

棚
井　

裕
一　
　
　

８
票

　

尾
形
み
ち
子　
　
　

４
票

議

長

選

挙

副
議
長
選
挙

臨時議長のもとでの議長選挙の様子

議会　の 新 し い 構 成 決 ま る
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会派・交渉団体

就任にあたって

議　長

大沢　芳朋

副議長

棚井　裕一

◆
産
業
厚
生
常
任
委
員
会（
７
人
）

　

◎
髙
橋　

要
市　

○
守
岡　
　

等

　
　

尾
形
み
ち
子　
　

枝
松　

直
樹

　
　

中
川
と
み
子　
　

棚
井　

裕
一

　
　

小
松　

正
和

所　

管

　

市
民
生
活
課
、
健
康
推
進
課
、
福

祉
課
、
子
ど
も
子
育
て
課
、
商
工
課
、

観
光
課
、
農
林
夢
づ
く
り
課
、
建
設

課
、
上
下
水
道
課
、
農
業
委
員
会
に

関
す
る
調
査
を
行
い
ま
す
。

◆
予
算
特
別
委
員
会（
全
議
員
）

　

◎
尾
形
み
ち
子　

○
小
松　

正
和

◆
決
算
特
別
委
員
会（
全
議
員
）

　

◎
中
川
と
み
子　

○
木
村　

泰
之

◆
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会（
６
人
）

　

◎
川
口　
　

豊　

○
小
松　

正
和

　
　

尾
形
み
ち
子　
　

守
岡　
　

等

　
　

棚
井　

裕
一　
　

佐
藤　
　

昇

　
　

川
口　

宏
美

◆
議
会
運
営
委
員
会（
６
人
）

　

◎
川
崎　

朋
巳　

○
谷
江　

正
照

　
　

長
澤
長
右
衛
門　
　

中
川
と
み
子

　
　

佐
藤　
　

昇　
　

髙
橋　

要
市

主
な
事
項

　

定
例
会
、
臨
時
会
の
運
営
（
日
程
、

提
出
議
案
な
ど
の
取
り
扱
い
）
意
見

書
、
請
願
・
陳
情
、
決
議
案
の
取
り

扱
い
、
議
長
か
ら
の
諮
問
事
項
な
ど

に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。

◆
監
査
委
員

　
　

枝
松　

直
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◆
山
形
広
域
環
境
事
務
組
合
議
会
議
員

　
　

長
澤
長
右
衛
門　
　

佐
藤　
　

昇

　
　

髙
橋　

要
市

※主義主張を同じくする議員が集まって会派を作ることができます。
　本市議会では、議員の申し合わせにより、２人以上の会派を交渉
　団体としています。

　
こ
の
度
の
改
選
で
議
員
各
位
に
よ
り
ご
推
挙
賜

り
、
副
議
長
に
就
任
さ
せ
て
頂
き
、
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　
議
会
は
行
政
に
対
す
る
監
視
機
能
を
果
た
す
こ

と
は
も
と
よ
り
、
本
市
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確

に
と
ら
え
な
が
ら
、
市
民
の
多
様
な
意
見
を
地
域

の
課
題
と
認
識
し
、
行
政
と
と
も
に
そ
の
役
割
・

責
務
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

副
議
長
と
し
て
重
責
を
受
け
止
め
、
議
長
を
補
佐

し
な
が
ら
、
議
会
の
公
正
か
つ
公
平
な
運
営
と
議

論
の
活
性
化
、
さ
ら
に
議
員
と
し
て
の
資
質
の
向

上
に
も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
市
民
の
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
、
議
長
に

就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
２
度
目
の
議
長
拝
命
で
あ
り
、
改

め
て
責
任
の
重
大
さ
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
本
市
で
は
、
か
み
の
や
ま
温
泉
イ
ン
タ
ー
産
業
団

地
拡
張
や
駅
周
辺
整
備
の
ほ
か
、
過
疎
債
を
活
用
し

て
都
市
基
盤
整
備
の
ペ
ー
ス
を
上
げ
る
な
ど
、
将
来

を
見
据
え
た
事
業
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
市
民
の
声
を
大
切
に
受
け
止
め
、
「
帰
り
た
い
・

暮
ら
し
た
い
・
自
慢
し
た
い
」
ま
ち
と
な
る
よ
う
全

力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
議
会
づ
く
り
に
も

誠
心
誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も

ご
支
援
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎会　長　　○幹事長　　（令和５年５月１９日現在）

議会 の新しい構成決まる

名　　　　称 議　　　　員　　　　名

孝　　山　　会
（６人）

◎川　崎　朋　巳　　○髙　橋　要　市
　大　沢　芳　朋　　　棚　井　裕　一
　小　松　正　和　　　木　村　泰　之

市 民 ク ラ ブ
（３人）

◎中　川　とみ子　　○佐　藤　　　昇
　枝　松　直　樹

蔵　　　　　王
（３人）

◎谷　江　正　照　　○尾　形　みち子
　長澤　長右衛門

会派に属しない議員
（３人）

　守　岡　　　等　　　川　口　　　豊
　川　口　宏　美



　

こ
の
度
の
改
選
に
よ
り
、
今
号
か
ら
新

し
い
メ
ン
バ
ー
で
市
議
会
だ
よ
り
を
編
集

し
て
ま
い
り
ま
す
。
編
集
委
員
一
同
、
気

を
引
き
締
め
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

市
議
会
だ
よ
り
は
、
議
決
さ
れ
た
こ
と

や
一
般
質
問
な
ど
を
中
心
に
、
皆
様
に
わ

か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
た
め
発
行
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
手
に
取
っ
て
読
ん
で
い

た
だ
け
る
紙
面
を
目
指
し
誠
心
誠
意
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
各
号
の
表
紙
で
は
、
引
き
続
き

市
内
の
小
・
中
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園

の
子
ど
も
た
ち
の
活
動
の
様
子
を
紹
介
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
合
わ
せ

て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

皆
様
に
は
引
き
続
き
市
議
会
だ
よ
り
を

ご
愛
読
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
川
口
豊
）

私
達
が
、市
議
会
だ
よ
り
の
編
集
を
行
い
ま
す
。

（上段左から）佐藤委員  尾形委員  棚井委員  守岡委員  川口（宏）委員
（下段左から）小松副委員長  川口（豊）委員長

ホームページ：http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/gikai 上山市議会 検索

第５３２回臨時会市長提出議案

審議された議案とその結果審議された議案とその結果

議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　名 結　 　果
議第２５号 令和５年度一般会計補正予算（第１号）＜追加議案＞ 原 案 可 決

同意第２号 上山市監査委員の選任について＜追加議案＞ 同 　 　 意

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて＜追加議案＞ 承 　 　 認

議会報告会議会報告会
＜ 全会場　午後７時から開催 ＞

　　　　　　　 　　  １班　　　　　　    ２班
７月２４日（月）　中川地区公民館　　東地区公民館
７月２５日（火）　中山地区公民館　　山元地区公民館
７月２６日（水）　本庄地区公民館　　西郷地区公民館
７月２７日（木）　宮生地区公民館　　中部地区公民館
７月２８日（金）　北部地区公民館　　南部地区公民館

市民の皆様と意見交換を行います。
皆様のご参加をお待ちしています。

１班    中川とみ子、 枝松　直樹、 長澤長右衛門、 大沢　芳朋、 守岡　　等、 谷江　正照、 小松　正和、 木村　泰之
２班   髙橋　要市、 尾形みち子、 川崎　朋巳、 棚井　裕一、 佐藤　　昇、 川口　　豊、 川口　宏美

承承

認認

◆
◆
◆

追
加
議
案
◆
◆
◆

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

３
０
０
０
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を

１
６
７
億
９
０
０
０
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

補
正
の
主
な
も
の

　

・
18
歳
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
ま
た
は
20

歳
未
満
の
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
い
る
世

帯
の
う
ち
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
ひ
と

り
親
世
帯
等
及
び
令
和
４
年
度
に
当
該
給
付

金
を
受
給
し
た
同
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
等
並
び
に
家
計
急
変
世
帯
に
対
し
、
子
ど

も
１
人
あ
た
り
５
万
円
を
給
付
す
る
生
活
支

援
特
別
給
付
金
。

専
決
処
分

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
課
税
限
度
額

の
引
上
げ
等
、
国
民
健
康
保
険
税
に
係
る
市
税
条

例
の
改
正
を
直
ち
に
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
の
理

由
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月
29
日
付
け
で
市
長
が

専
決
処
分
を
行
っ
た
市
税
条
例
の
一
部
改
正
を
承

認
し
ま
し
た
。

市
税
条
例
の
一
部
改
正

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
の
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
減
額
措
置
に
係
る
軽
減
判
定
所
得
の

基
準
額
の
見
直
し
等
を
行
う
も
の
で
す
。


